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終更新日 H25.3.1 

改修技術 No. 11113201 
 

性能分野 耐久性・耐用性 

大分類 劣化部分の補修、外力の緩和 

中分類 パラペット部補修 

技術の名称 笠木のかぶせ工法 

改修技術の概要 

 
・パラペット天端の躯体ひび割れを補修した上で、金属製笠木をかぶせ、伸縮目地を

設置する。合わせて、丸環や手摺の取り付け方法についても見直す。 
・ひび割れの原因が構造耐力に特段の支障を及ぼすものでないことが、専門家の調査

により確認され、ひび割れの補修を行った上で、適用することが可能な工法である。

・手摺の取付方法は、以下のタイプとすることが望ましい。 
   ①笠木と手摺を一体とする形式 
   ②立ち上がり壁にブラケットで固定する形式 
   ③立ち上がり壁の内側に置型基礎を設けて手摺を設置する形式 
 

・笠木の交換に当たっては、防水仕様への変更や材質をグレードアップすることも重

要。既存笠木がモルタル製・コンクリート製・スチール製の場合、劣化やひび割れ

等により漏水のおそれがあるため、アルミ製品に取替え、耐久性を向上する。 

 

 

 事前調査 

パネル材の取り付け
塗膜防水 

下地補修発錆箇所等の撤去
発錆箇所等の撤去 

仕上げ材の施工 

笠木下地取り付け 

確認・検査・報告
手摺取り付け 

終確認 

アンカー工事・金物取り付け
コンクリートひび割れ補修 

清掃・笠木はめ込み 

笠木天端に手摺等がある場合、発錆

があれば金物、腐食部を撤去する。ま

たひび割れ部を撤去する。 
コンクリートのひび割れ部分に樹脂

注入工法等で補修する。 
笠木取り付け用のアンカー穴開けや

コンクリートビスの留めつけの際に、

新たなひび割れを発生しないように

注意する。 
笠木と笠木のジョイント部は、シー

リングなしのものを原則とする。伸縮

に対応できるように5～10mmのクリ

アランスを設ける。 
手摺にも伸縮目地を入れる。 
 
・工事期間 

2～７日（事前調査～ 終確認）

アルミ製笠木の部材構成例 

（出典：建築改修工事監理指針 平成 22 年版 

（財）建築保全センター） 
・改修後の性能 

 防水性・耐久性の回復・向上 

http://www.housing-stock.com/index.html
http://www.housing-stock.com/tech_sheet/index.html
http://www.housing-stock.com/tech_sheet/index.html#tabs01_01
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共
同
住
宅
の
タ
イ
プ
ご
と
の
技
術
の

適
用 

技術の種類 
□調査・診断技術 
■改修技術（■劣化を補修する技術 □性能を向上させる技術） 

共同住宅の

タイプごとの

適用可能性 

S55 年以前供給 中層階段室・壁式（総プロＡ１） 使われる可能性が相当ある 

S55 年以前供給 高層・ラーメン（総プロＡ２） 使われる可能性が相当ある 

S56～H2 年供給（総プロＢ） 使われる可能性が相当ある 

H3～12 年供給（総プロＣ） 使われる可能性が相当ある 

H13 年以降供給（総プロＤ） 使われる可能性が相当ある 

（補足）― 

常にセットで利用 

される技術 
― 

技術が適用される 

建物の部位 

■共用部分 

（■躯体・外壁 ■屋根 □建具 □設備・配管等 □その他共用部） 

□専有部分 

（□設備・配管 □その他専有部分） 
設置・運営等で建築基準法以外に注意すべき主な法令がある設備 
（             ） 
□注意すべき主な法令（         ） 

団地で適用した場合

のメリット 

□住棟まわりの土地が利用できること（仮設以外）（           ） 

□まとまった土地が利用できること（仮設以外）（           ） 

■住宅の数が多く密度が高い（同一仕様の金属製笠木を多数発注できること） 

□特定の設備があること（          ） 

足場の設置が必要 
■必要 □不要 

（                            ） 

工
事
に
よ
る
居
住
者
へ
の
影
響

数日以上居住

できない住戸が

発生 

□該当 ■非該当 

（                            ） 

一時的な影響

が発生 

□断水などライフラインが一時的に利用不可  

□振動 ■騒音 □粉塵 □臭気 

□その他専有部分又は専用使用部分に対する制限 

（          ） 

工事後に続く影

響が発生 

□専有部分又は専用使用部分の使用に対する制限（               ） 

□日照・採光等への影響（                   ） 

当該技術が利用される

工事 

■計画修繕工事（■劣化の補修 □性能の向上） 

□耐震改修工事（□耐震性の向上 □他の性能の向上） 

技術的限界 ― 

参
考
資
料 

技術情報 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）

平成 22 年版」（財）建築保全センター 

・国土交通省大臣官房官庁営繕部監修「建築改修工事監理指針 平成 22 年版」（財）

建築保全センター 

価格情報 ・「マンション Re」（一財）経済調査会 

 

http://www.housing-stock.com/index.html
http://www.bmmc.or.jp/
http://www.bmmc.or.jp/
http://www.bmmc.or.jp/
http://www.zai-keicho.or.jp/
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